
 

 

枚方京田辺環境施設組合議会処務規程 

平成２８年８月２日 

議会訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、枚方京田辺環境施設組合議会（以下「組合議会」という

。）の処務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条第４項の規定によ

り、組合議会に書記長及び書記を置く。 

２ 書記長及び書記は、管理者の事務部局の職員をもって充てる。 

（職務） 

第３条 書記長は議長の命を受け、組合議会の事務を掌理し、職員を指揮監督

する。 

２ 書記は、書記長の指揮を受け、組合議会の事務に従事する。 

（職員の身分取扱い） 

第４条 第２条第１項に規定する職員の勤務条件、服務その他身分取扱いにつ

いては、管理者の事務部局の職員の例による。 

（公印） 

第５条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表第１のとおりと

し、そのひな形は、別表第２のとおりとする。 

２ 公印の保管及び使用の責任者は、書記長とする。 

３ 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受け

なければならない。 

（事務の処理） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理については、管理者の事務

部局の例による。 

附 則 

この訓令は、平成２８年８月２日から施行する。 

 

 



 

 

別表第１（第５条関係） 

番号 名称 
寸法 

（mm） 
書体 使用区分 個数 

１ 枚方京田辺環境施

設組合議会印 

方２４ てん書 議会名をもってする文

書 

１ 

２ 枚方京田辺環境施

設組合議会議長印 

方２４ てん書 議長名をもってする文

書 

１ 

別表第２（第５条関係） 

１  ２ 

 

 

枚方京田辺 

環 境 施 設 

組合議会印 

枚方京田辺 
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